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図 4.2-34 現存植生図 
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  ｵ. 哺乳類 

夏季、秋季及び冬季の整備地に設置した定点カメラ調査の結果は表 4.2-64 に示すと

おりである。 

現地調査の結果、整備地では夏季に 1 科 1 種、秋季に 1 科 1 種、冬季に 3 科 3 種の

合計 3 科 3 種の哺乳類が確認された。そのうち、重要な種や保全対象種は確認されな

かった。 

 

表 4.2-64 哺乳類科種数表（重要な種・保全対象種） 

No. 科名 種名 
整備地 選定基準 

保全対

象種 

夏季 秋季 冬季 ① ② ③ ④  

1 アライグマ アライグマ ○ ○ ○      

2 イヌ タヌキ   ○      

3 イタチ イタチ   ○      

合計 3科 3種 1種 1種 3種 0種 0種 0種 0種 0種 

※1 種名及び分類は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 6 年度版」（令和 6 年 国

土交通省）に準拠した。ただし、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 6 年度版」 に未掲

載の種、分類群については「日本産野生生物目録(無脊椎動物編 II)」(平成 7 年、環境庁)に準拠し

た。 

※2 重要な種選定基準は以下の通りである。 

①「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号)及び「文化財保護条例」に基づき指定された天然

記念物 

特天:国指定の特別天然記念物 国天:国指定の天然記念物 県天:県指定の天然記念物 

市町天:市町指定の天然記念物 

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年 法律 75 号) 

国際:国際希少野生動植物種  国内:国内希少野生動植物種  緊急:緊急指定種 

③「環境省レッドリスト 2020」(令和 2 年 環境省) 

EX：絶滅 CR：絶滅危惧 IA 類 EN：絶滅危惧 IB 類 VU：絶滅危惧 II 類 NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

④「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドリスト－動物編 2019 年改訂版」(平成 31 年,

千葉県) 

X：消息不明・絶滅生物 A：最重要保護生物 B：重要保護生物 C：要保護生物  

D：一般保護生物 情報：情報不足 

※3 保全対象種：環境影響評価において、生息・生育環境が保全されないと予測された種。生息・生育環

境の質を向上させることで谷津環境に生息・生育する種への影響の緩和を目指す。 
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  ｶ. 鳥類 

夏季、秋季及び冬季の整備地に設置した定点カメラ調査の結果は表 4.2-65 に示すと

おりである。 

現地調査の結果、整備地では夏季に 2 科 3 種、秋季に 2 科 3 種、冬季に 1 科 1 種の

合計 3 科 5 種の鳥類が確認された。そのうち、重要な種は 2 種確認されたが、保全対

象種は確認されなかった。 

 

表 4.2-65 鳥類科種数表（重要な種・保全対象種） 

No. 科名 種名 
整備地 選定基準 

保全対

象種 

夏季 秋季 冬季 ① ② ③ ④  

1 カモ マガモ  ○       

2  カルガモ  ○ ○      

－  カモ科の一種   ○      

3 サギ アオサギ ○ ○       

4  ダイサギ ○      D  

5 カワセミ カワセミ ○      C  

合計 3科 5種 3種 3種 1種 0種 0種 0種 2種  

※1 種名及び分類は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 6 年度版」（令和 6 年 国

土交通省）に準拠した。 

※2 重要な種選定基準は以下の通りである。 

①「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号)及び「文化財保護条例」に基づき指定された天然

記念物 

特天:国指定の特別天然記念物 国天:国指定の天然記念物 県天:県指定の天然記念物 

市町天:市町指定の天然記念物 

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年 法律 75 号) 

国際:国際希少野生動植物種  国内:国内希少野生動植物種  緊急:緊急指定種 

③「環境省レッドリスト 2020」(令和 2 年 環境省) 

EX：絶滅 CR：絶滅危惧 IA 類 EN：絶滅危惧 IB 類 VU：絶滅危惧 II 類 NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

④「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドリスト－動物編 2019 年改訂版」(平成 31 年,

千葉県) 

X：消息不明・絶滅生物 A：最重要保護生物 B：重要保護生物 C：要保護生物  

D：一般保護生物 情報：情報不足 

※3 保全対象種：環境影響評価において、生息・生育環境が保全されないと予測された種。生息・生育環

境の質を向上させることで谷津環境に生息・生育する種への影響の緩和を目指す。 

 

 

  



 

－ 4-127 － 

  ｷ. 両生類 

春季及び夏季のモニタリング結果は表 4.2-66 に示すとおりである。 

現地調査の結果、整備地では春季に 3 科 3 種、夏季に 3 科 3 種の合計 3 科 3 種の両

生類が確認された。また、未整備地では春季に 1 科 1 種、夏季に 3 科 3 種の合計 3 科 3

種の両生類が確認された。 

重要な種は、整備地、未整備地とも 3 種確認され、すべて保全対象種であった。 

 

表 4.2-66 両生類科種数表 

No. 科名 種名 
整備地 未整備地 選定基準 

保全対

象種 

4月 6月 4月 6月 ① ② ③ ④  

1 ヒキガエル アズマヒキガエル ○ ○  ○    C ● 

2 アカガエル ニホンアカガエル ○ ○  ○    A ● 

3 アオガエル シュレーゲルアオガエル ○ ○ ○ ○    D ● 

合計 3科 3種 3種 3種 1種 3種 0種 0種 0種 3種 3種 

※1 種名及び分類は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 6 年度版」（令和 6 年 国

土交通省）に準拠した。 

※2 重要な種選定基準は以下の通りである。 

①「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号)及び「文化財保護条例」に基づき指定された天然

記念物 

特天:国指定の特別天然記念物 国天:国指定の天然記念物 県天:県指定の天然記念物 

市町天:市町指定の天然記念物 

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年 法律 75 号) 

国際:国際希少野生動植物種  国内:国内希少野生動植物種  緊急:緊急指定種 

③「環境省レッドリスト 2020」(令和 2 年 環境省) 

EX：絶滅 CR：絶滅危惧 IA 類 EN：絶滅危惧 IB 類 VU：絶滅危惧 II 類 NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

④「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドリスト－動物編 2019 年改訂版」(平成 31 年,

千葉県) 

X：消息不明・絶滅生物 A：最重要保護生物 B：重要保護生物 C：要保護生物  

D：一般保護生物 情報：情報不足 

※3 保全対象種：環境影響評価において、生息・生育環境が保全されないと予測された種。生息・生育環

境の質を向上させることで谷津環境に生息・生育する種への影響の緩和を目指す。 
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  ｸ. 爬虫類 

秋季のモニタリング結果は表 4.2-67 に示すとおりである。 

現地調査の結果、整備地では秋季に爬虫類が確認されなかった。また、未整備地では

秋季に 2 科 2 種の合計 2 科 2 種の爬虫類が確認された。 

重要な種は、未整備地において 2 種確認され、すべて保全対象種であった。 

 

表 4.2-67 爬虫類科種数表 

No. 科名 種名 
整備地 未整備地 選定基準 

保全対

象種 

10月 10月 ① ② ③ ④  

1 ナミヘビ ヤマカガシ  ○    D ● 

2 クサリヘビ ニホンマムシ  ○    B ● 

合計 2科 2種 0種 2種 0種 0種 0種 2種 2種 

※1 種名及び分類は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 6 年度版」（令和 6 年 国

土交通省）に準拠した。 

※2 重要な種選定基準は以下の通りである。 

①「文化財保護法」(昭和 25 年 法律第 214 号)及び「文化財保護条例」に基づき指定された天然

記念物 

特天:国指定の特別天然記念物 国天:国指定の天然記念物 県天:県指定の天然記念物 

市町天:市町指定の天然記念物 

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成 4 年 法律 75 号) 

国際:国際希少野生動植物種  国内:国内希少野生動植物種  緊急:緊急指定種 

③「環境省レッドリスト 2020」(令和 2 年 環境省) 

EX：絶滅 CR：絶滅危惧 IA 類 EN：絶滅危惧 IB 類 VU：絶滅危惧 II 類 NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

④「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドリスト－動物編 2019 年改訂版」(平成 31 年,

千葉県) 

X：消息不明・絶滅生物 A：最重要保護生物 B：重要保護生物 C：要保護生物  

D：一般保護生物 情報：情報不足 

※3 保全対象種：環境影響評価において、生息・生育環境が保全されないと予測された種。生息・生育環

境の質を向上させることで谷津環境に生息・生育する種への影響の緩和を目指す。 

 

 

 3) 2025 年度調査予定 

2025 年度も 2024 年度同様に、整備地と未整備地を対象に昆虫類、底生動物、維管束

植物、哺乳類、鳥類、両生類及び爬虫類の事後調査を実施することで、保全対策の効果

を確認する。 
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5. 専⾨家の助⾔の内容 

本事業においては、専門家に事後調査項目等の進捗について報告を行っている。 

専門家からの、事後調査等の項目及び手法の設定、並びに事後調査等のとりまとめに係

る助言を、調査項目ごとに記載した。 

 
 (1) ⼤気質 

項目 専門家助言 対応方針 

大気質 意見なし。 ― 

 
 (2) ⽔⽂環境 

項目 専門家助言 対応方針 

水文環境 地下水位に対する工事影響は、水源の深度により影響が目に

見えるタイミングが異なる。また、影響が目に見えるまでに

は時間を要するため長期的なモニタリングが必要である。 

ご指摘のとおり留意し、これまでも

観測を続けてきた。今後も継続して

いく。 

水文環境 河川流量については、基底流量、降雨時のピーク流量の出

方、降雨イベント、流出率を整理して長期間見ていくこと

で、工事影響（土地改変や被覆変化による流域特性の変化の

影響）を評価しやすくなると考える。 

ほとんどの河川は、成田用水を起源

とする農業用水の排水、事業所等か

らの排水、生活排水の影響が大きい

ことから、降雨時のピーク流量の出

方、降雨イベント、流出率から流域

特性を把握するのは困難と思われ

る。しかし、非かんがい期の基底流

量を使って流域特性の変化を把握

し、工事影響の評価が出来るか検討

する。 
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 (3) 動物 

項目 専門家助言 対応方針 

猛禽類 オオタカとサシバの生態特性が違うため、樹林がなくなるこ

とによる影響の評価を検討してみたほうが良い。 

ご助言を踏まえ検討する。 

 成長速度の早い竹が林内の飛翔の障害となり、オオタカが巣

を放棄する可能性があると考えられるので、竹の除伐の効果

は期待できると考える。竹を切る場合は、地上から2m程度の

高さで切るとよい。そうすることで、そこから上には成長せ

ず、また、地下茎で繋がっている箇所からの新たな芽出しも

少なくなる。 

ご助言を踏まえ検討する。 

 他事業では、フクロウの巣箱を設置したところには、比較的

簡単に設置が行えるインターバルカメラを設置している。も

しカメラを設置する場合は、隣接する木など巣箱の出入り口

を確認できる場所にカメラを設置するとよい。 

ご助言を踏まえ検討する。 

両生類 トウキョウダルマガエルの捕獲された40個体の体サイズに大

小があったことから、当歳個体が捕獲された可能性もある。

捕獲した箇所が2025年度も改変されずに残る予定であれば、

捕獲時に捕りきれていない成体が2025年度も繁殖する可能性

がある。成体を捕獲し移設するよりも、5～6月の産卵期に卵

塊を確保し移設を行う方が効率的だろう。 

5～6月に踏査を行い卵塊の状況を確

認し、モニタリングの状況も踏まえな

がら対応する。 

 移設数の示し方について、幼生の移設数を数千個体単位と大

きな値で示しているが、その数字をアピールしてもあまり意

味がないのではないか。それよりも、生活史のうち数値とし

て少ない段階の個体数に着目した方が良く、卵塊数はメスの

成体数にあたるので、卵塊数に着目した方が良い。 

掲載方法について検討する。 

 改変予定地において、個体が確認された場所の環境情報を記

録し、移設先の検討や整備に活用しているか。 

現在、移設元の環境情報は記録してい

ない。ご助言を踏まえ検討する。 

昆虫類 ホタル類の捕獲について、メスの捕獲個体数が少ないように

思える。ゲンジボタルについては個体の性比がオスとメスで

3:2であるという報告が出ている。評価については移設後のモ

ニタリング調査結果を見て行いたい。 

ご指摘を踏まえ、次回以降の移設では

メスを多く確認・捕獲できるような方

策を検討する。 

陸産貝類 陸産貝類の適切な湿度は種にもよるが、表層の落ち葉をめく

ってみた際に湿っていることが分かる程度である。伐採範囲

と非伐採範囲の間に伐採木の一部（2m程度の木を4～5本）を

置くと、林床湿度を低下させずに保つことが出来るかもしれ

ない。 

ご助言を活かせる移植先があった場

合は、当該対応を検討する。 

 ナガオカモノアラガイは外来種に置き換わってきていること

が知られているが、現地での同定は困難である。そのため、

ナガオカモノアラガイの死貝をサンプルとして私に送付頂

き、同定を行う必要があると考える。 

本種の死貝をサンプルとしてお送り

する。現地を見て頂く機会を調整した

い。 

 ベニヤ板トラップ下におけるモグラ穴の有無と陸産貝類の確

認状況を記録する際、大型種については貝殻の状態によって

モグラによる捕食かどうか判断できる可能性がある。そのた

め、貝殻が割れているようなら写真撮影等により記録して頂

きたい。なお、微小種については対応不要である。 

ご助言のとおり対応していく。 

魚類 ミナミメダカは日当たりのよい場所で繫殖しやすいという報

告がある。日当たりを考慮した水域整備を行うとよい。 

ご助言を踏まえて、日あたりを考慮し

た移設先水域の整備を行う。 

ニホンイ

シガメ 

カメの雌雄は発生時の土壌温度によって決定し、28度以下の

低温の場合は雄になり、30度以上の高温で雌になると言われ

ており、当該事業の繁殖で得られた幼体についても雄の割合

が高い可能性がある。野生復帰個体の雌雄比のバランスを取

るため調整した方が良いかもしれない。なお、孵化後2年程度

で雄雌の判別が付く。 

孵化後2年程度で雌雄の判別を付け、

雌雄の個体数の差が多い場合は、対策

を検討する。 

アカハラ

イモリ 

事後調査のタイミングは、成熟個体が水場に集まり雄と雌が

ディスプレイする時期・時間帯が1番良いと考える。本業務で

アカハライモリを捕獲したデータの日時を参考にすると良

い。 

ご助言のとおり対応していく。 
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 (4) 植物 

項目 専門家助言 対応方針 

維管束植

物 

フクジュソウは寒冷な時代の遺存種であり、関東地方ではほ

とんど分布が確認されていない。また、東北地方に残存して

いる個体群と関東地方の個体群では遺伝子が異なっているこ

とを示す文献も存在し、本事業で確認された個体群は遺伝的

にも希少であるとも考えられるため、保全が重要である。 

ご助言のとおり、リスク分散のため

2023年度、2024年度と分けて本種の移

植を実施している。 

 事後調査においてクロヤツシロランの残存率が低いというこ

とであるが、本種の移植は難しい。本種は常緑広葉樹の林床

に生育することが多い。クロヤツシロランの移植元がモウソ

ウチク林やスギ林であったことから、同様の環境という条件

で移植先を選択したかもしれないが、常緑広葉樹に移植した

方が良い。当該移植元個体は常緑広葉樹林から植生が変化し

た後に残存していた個体である可能性もある。スダジイやシ

ラカシといった常緑広葉樹も含めて、これまで移植した地点

とは異なる群落に植えるという選択肢もあるかもしれない。 

ご助言を踏まえて対策を検討する。 

 ヒメナミキについては湿地に生育するが、湿地は生物多様性

が高いため、ヒメナミキ移植先の管理は手間がかかると考え

られる。湿地性の種は特に注意して保全していただきたい。 

対策を検討する。 

蘚苔類 移植先のユウレイホウオウゴケは「胞子→原糸体→雄株/雌

株→精子/卵→受精→胞子体→胞子」という生活環のうち、

ほとんどが原糸体の状態で、それ以降の状態を確認できてい

ないことから、最低限、原糸体の生育面積を維持する必要が

あると考える。移植先の環境として適しているのは、他の草

本が生えておらず、土壌に湿り気があり、照度が木漏れ日程

度である遊歩道の土手の窪んだ所等だろう。ただし、本種の

生育に必要な条件が解明されている訳ではなく、バクテリア

や共生菌が必要な可能性もある。 

本事業地内の本種の生育環境は、ご助

言にある環境や水路土壁等であり、そ

れを踏まえて移植している。今後も事

後調査を継続していく。 

地衣類 生き残っているトゲサル-1の再移植を検討しているようだ

が、サルオガセ類は地衣体の根元で基物に付着する。しか

し、サルオガセの枝を折って移植先に移した際に付着させた

部分は成長しないので、移植個体を維持させることが難しい

と考えられる。再移植はリスクが高いため、7月下旬～9月上

旬頃の猛暑による乾燥から保護するためトゲサル-1に霧吹き

等で水分を補給する方法がよいと考える。 

ご助言を踏まえて対策を検討する。 

 移植個体は、写真からある程度順調に生育しているようだ

が、移植元から採取した基質（以降、移植元基質）が腐生菌

等によって腐朽する様子が確認できた。これは移植元基質の

腐朽が原因の可能性もあることから、移植元基質の外側に地

衣体が成長した時点で、移植元基質の内側の個体と外側を分

離することも考えられる。そのため、移植元基質が腐る前

に、移植元基質の外側に地衣体が成長して偽根を伸ばして移

植先基質に定着できるように、移植元基質の形状や厚みを加

工すると良い。 

既に移植した個体への対策は困難で

あることから、新規に移植する際に参

考にさせて頂く。 

 地衣体の長軸と短軸の2点を計測するのも良いが、地衣類は

成長が遅いため、いくつか裂片を選んで裂片の基部からの成

長が分かる様に計測した方が良い。 

今後対応予定である。 
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